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○最低賃金制度とは                                                

国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとす

る制度です。 

 最低賃金は、物価などの動向に応じて毎年見直されています。 

○最低賃金の種類 

最低賃金には、「地域別最低賃金」及び「特定最低賃金」の２種類があります。なお、「地域別最

低賃金」及び「特定最低賃金」の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以

上の賃金を支払わなければなりません。 

 
特定最低賃金（産業別最低賃金） 

産 業 名 
最低賃金時間額 

（昨年度からの引き上げ額） 
効力発生日 

冷凍調理食品製造業最低賃金 ７９３円（２６円↑） 平成30年12月15日 

はん用機械器具、生産用機械器具

、業務用機械器具製造業最低賃金 ９１５円（２５円↑） 平成30年12月15日 

電子部品・デバイス・電子回路、

電気機械器具、情報通信機械製造

業最低賃金 
８６２円（２１円↑） 平成30年12月15日 

船舶製造・修理業、舶用機関製造

業最低賃金 ９２８円（２５円↑） 平成30年12月15日 

 

 

 
詳しくは下記までお問い合わせください。  

香川労働局労働基準部賃金室 ０８７-８１１-８９１９ 

チェックしなくちゃ。最 低 賃 金 

平成30年10月1日から＜時間額＞ 

２６円 U P 

【 香 川 県 】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間外労働の上限規制や年次有給休暇について 

香川労働局労働基準部監督課  （TEL）087-811-8918 

 

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消について 

（パートタイム労働者、有期雇用労働者関係） 

香川労働局雇用環境・均等室  （TEL）087-811-8924 

 

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消について 

（派遣労働者関係） 

香川労働局職業安定部需給調整事業室  （TEL）087-806-0010 

 

働き方改革関連法に関する相談のほか、労務管理の手法について 

香川県働き方改革推進センター  （TEL）0800-888-4691 

 

             

                                                                                     

～２０１９年４月１日から働き方改革関連法が順次施行されます～ 

 

  時間外労働の上限規制が導入されます！ 

＜時間外労働の上限＞ （原則）月４５時間、年３６０時間  

（臨時的な特別な事情がある場合）単月100時間未満 

年720時間（休日労働含む）複数月平均80時間（休日労働含む） 

 年次有給休暇の確実な取得が必要です！ 

   毎年５日、時季を指定して有給休暇を与える必要がある。  
対象：10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者 

 正規雇用労働者と非正規雇用の労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます！ 

 

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で 基本給や賞与などの個々の待遇ごとに 

  不合理な待遇差が禁止されます。 

（２０１９年４月 1日～ 

※中小企業は、２０２０年４月 1日～） 

（２０１９年４月 1日～） 

（２０２０年４月1日～※中小企業は、２０２１年４月1日～） 

相 談 窓 口 
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